
北杜市商工会の非会員事業所の事前確認の対応について 

「事業復活支援金」では、不正受給を防ぐ等の理由から、申請前に登録確認機関による営業実態など

の「事前確認」が必要となります。当会の会員ではない場合は、顧問先または融資先等の登録確認機

関へ依頼するか、北杜市商工会への入会をご検討下さい。入会手続きに関しては恐れ入りますが窓口

へお越し下さい。その際は、事業実態のわかる書類（確定申告書控・営業許可証等）をご持参下さい。 

 ※当会加入の承認許可については、3 月末を予定しております。承認許可後に事前確認を実施させ

ていただきますので、予めご了承下さい。 

 

○事業復活支援金申請に係る「非会員専用電話相談窓口」の開設について 

①設置期間：令和 4 年 2 月 14 日（月）～3 月 15 日（火）の間 

       平日９：００～１７：００（１２：００～１３：００は除く） 

   

  ②設置場所：山梨県商工会連合会専用ダイヤル 

       ※専用ダイヤルの番号を知りたい方は、当会にご連絡下さい。 

   

  ③相談内容：●事業復活支援金の概要説明 

        ●事前確認機関の情報提供 

        ※非会員専用ダイヤルにて事前確認は行えません。 

   

④対象者 ：商工会地域の非会員事業者 


